
　　　　　　　大山崎町地域福祉計画
　
　　　　　　　　　（計画の進捗状況）

資料１



基本目標１　地域・福祉を「我が事」に変え、興味・関心を向上させる意識づくり

施策・事業 取組内容 担当課 進捗状況

■保育所、幼稚園や小中学校等と連携して人権教育を
進めます。
■人権教育啓発図書およびビデオ教材を通じて、幼
児、児童・生徒、保護者が豊かな人権感覚を育むこと
ができるよう人権教育を充実します。

学校教育課
福祉課

　小中学校では、人権教育目標を踏まえ
て各年度における人権推進計画を策定
し、発達段階に応じた各学年での具体的
な指導内容を校種間や学年を考慮し、そ
の指導時間を定め実施している。指導に
おいては、府教育委員会発行の人権資料
をはじめ視聴覚教材を活用するなど分か
りやすく効果ある指導法を常に模索し、
人権意識の高揚に努めている。また、人
権学習を保護者に公開するなど、保護者
への啓発にも努めている。(学校教育）
保育所においては、日々の保育の中で人
を思いやる気持ちを涵養し、人権感覚の
下地を育んでいる。(児童福祉）

■他者の立場を尊重し、それぞれの個性を認め合える
よう、保育所・幼稚園や小中学校と連携して人権教育
を進めます。

学校教育課
福祉課

小中学校では、人権教育目標を踏まえて
各年度における人権推進計画を策定し、
発達段階に応じた各学年での具体的な指
導内容を校種間や学年を考慮し、その指
導時間を定め実施している。（学校教
育）
保育所においては、日々の保育の中で人
を思いやる気持ちを涵養し、人権感覚の
下地を育んでいる。(児童福祉）

■保育所・幼稚園における日々の保育の中で、人を思
いやる気持ちを涵(かん)養し、人権感覚の下地を育む
ことができるような環境づくりに努めます。
■小中学校では、人権教育啓発図書およびビデオ教材
を通じて、生徒が豊かな人権感覚を育むことができる
よう人権教育を充実します。
■人権教育を保護者へ公開するなど、保護者に対する
人権意識の啓発を進めます。

学校教育課
福祉課

小中学校の指導においては、府教育委員
会発行の人権資料をはじめ視聴覚教材を
活用するなど分かりやすく効果ある指導
法を常に模索し、人権意識の高揚に努め
ている。また、人権学習を保護者に公開
するなど、保護者への啓発にも努めてい
る。（学校教育）
保育所においては、日々の保育の中で人
を思いやる気持ちを涵養し、人権感覚の
下地を育んでいる。(児童福祉）

■教職員・保育所職員の人権問題に対する正しい理解
と認識を深め、人権を大切にする心を育てる教育・保
育を適切に行うために研修を実施します。

学校教育課
福祉課

　人権推進計画では、教員の人権感覚や
指導力を高める研修計画を定め、計画的
に行っている。（学校教育）
毎年、保育所長等が同和保育研修に参加
し、人権問題に対する理解を高めている
（令和2年度は中止）。（児童福祉）

■人権に対する正しい理解と認識を深めるため、人権
教育研修会を開催するとともに、参加者が固定化する
研修会の開催方法について検討を進めます。

成果指標
　【人権教育・啓発に関する研修会等の開催回数】
　　●現状値（平成26年度）：３回
　　●目標値（平成32年度）：５回
　【人権教育・啓発に関する研修会等の参加者数】
　　●現状値（平成26年度）：249人
　　●目標値（平成32年度）：350人

生涯学習課
毎年度テーマを変えながら、町人権教育
研修会を開催している。今後も引続き啓
発に努める。

■差別を許さない人権意識を高めるため、参加型学習
のプログラムを取り入れるなど、学習内容や学習方法
の改善に努めます。

生涯学習課
毎年度テーマを変えながら、町人権教育
研修会を開催している。今後も引続き啓
発に努める。

■地域社会において人権教育を推進していくことがで
きるよう、専門性を備えた指導者の養成に努め、公民
館等の社会教育施設を拠点として、人権に関する多様
な学習機会を提供します。

生涯学習課
毎年度テーマを変えながら、町人権教育
研修会を開催している。今後も引続き啓
発に努める。

生涯を通じた人
権教育・啓発の

推進

１）人権意識の向上
２）福祉教育の推進
３）地域やまちづくりへの興味・関心の向上

１．人権意識の向上

すべての住民が年齢や性別、国籍などの違いにかかわらず、お互いの個性や価値観の違いを認め合い、自己決定や自己実現する権
利を尊重できるよう、子どもから高齢者まで生涯にわたる継続的な人権教育を推進します。

学校・保育所等
における人権教
育の推進



■人権週間（12月）や人権強化月間（８月）における
啓発事業等を実施します。

総務課
人権強調月間（８月）や人権週間（１２
月）に合わせた街頭啓発を実施。

■切れ目ない支援を展開し「誰も自殺に追い込まれる
ことのない社会」を目標に自殺者０人を目指します。

関係各課
切れ目ない支援を展開するために、第1期
大山崎町自殺対策計画を令和2年3月策
定。（健康増進）

施策・事業 取組内容 担当課 進捗状況

■子どもと地域の高齢者等との交流を図ることによ
り、子どもが地域の伝統文化やお年寄りに対するいた
わりの気持ちを学べる機会の充実を図ります。

福祉課
健康課
学校教育課

　小学４年生等の児童が「なごみの郷」
を見学したり、高齢者との交流の仕方を
総合的な学習の時間で学習を深め、高齢
者との関わりを深めるとともに、地域の
方々との交流を深めるよう取り組んでい
る。（令和2・3年度は新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のため未実施）（学校
教育）
敬老会へ保育所入所児童が参加し、踊り
を披露するなどの交流活動を実施してい
る。（令和３年度は新型コロナウイルス
感染症感染拡大防止のため敬老会を中
止、代わりに児童によるお祝いメッセー
ジ動画を撮影し、町ホームページで公開
した。）（令和2年度は未実施）。（児童
福祉）(高齢介護）

■小学校の生活科や総合的な学習の時間において、障
がいのある人の生活を学ぶ機会を社会福祉協議会と連
携しながら充実させます。

学校教育課

　小学３年生が、総合的な学習の時間
で、社会福祉協議会の協力で点字体験や
アイマスク体験を実施し、障がいのある
方の生活を学ぶ機会を確保している。
（令和2・3年度は新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため未実施）

■小中学生を対象に福祉施設等での職場体験活動を実
施するとともに、道徳や社会、保健で福祉に関する学
習を深めます。

学校教育課

　小学４年では、福祉施設体験を実施
し、中学２年においては、社会福祉協議
会「なごみの郷」でディサービス職場体
験を実施することにより、福祉に関する
学習を深めている。（令和2・3年度は新
型コロナウイルス感染症拡大防止のため
未実施）

■子ども達が、夏休みを中心に地域のボランティアに
参加する福祉体験学習を推進していきます。

社会福祉協議
会

社協主催で「夏休み小中学生ボランティ
ア等体験教室」をなごみの郷で実施し、
また町内小学校二校で町内ボランティ
ア、社協職員が講師となり車いす体験等
の福祉の授業を秋ごろに行なっている。

■住民の自発的な福祉活動が展開されるよう、啓発活
動を進めるとともに、生涯学習と連携し、ライフス
テージに応じた福祉の体験学習を進めます。

生涯学習課
福祉課

社会教育関係団体が核となる諸活動は多
様な実績があるが、福祉に留意した体験
学習事業は課題である。

■町民の福祉機運を高めるための福祉まつりを定期的
に開催するとともに、これまで以上に魅力ある健康福
祉まつりに向けて、実施方法・内容について協議を進
めます。

福祉課
健康課

 令和元年度は、健康福祉まつりは未開催
 となったが、福祉教育の推進について引
 き続き取り組んでいく。
実施していない（福祉課、健康課）

２．福祉教育の推進

保育所や幼稚園、学校において福祉教育や地域との交流を持つ機会の充実を図り、幼少期から福祉について学び、実際に福祉活動
を経験することで、地域福祉の推進につなげます。
また、生涯学習や健康福祉まつりを活用し、地域福祉の周知・啓発を行うとともに、生涯にわたって継続的に福祉活動を経験し、
理解する機会の提供に努めます。

生涯を通じた
福祉教育の推進

３．地域やまちづくりへの興味・関心の向上

住民一人ひとりが、地域に興味や誇りを持ち、地域の課題を「我が事」として捉え、具体的な取り組みや活動につなげられるよ
う、意識啓発を行うとともに、地域について学び・考えることのできる機会の提供に努めます。

学校・保育所等
における福祉教
育の推進



施策・事業 取組内容 担当課 進捗状況

■子どもと地域の高齢者等との交流を図ることによ
り、子どもが地域の伝統文化やお年寄りに対するいた
わりの気持ちを学べる機会の充実を図ります。【再
掲】

福祉課
健康課
学校教育課

「学校・保育所等における福祉教育の推
進」に同じ。

■学校教育において、地域の自然・環境・歴史・社会
等に学び、郷土愛を育てる体験学習などを、地域の教
育資源を活用して進めます。

学校教育課
生涯学習課

大山崎ふるさとガイドの会から講師を招
き、西国街道付近の歴史や郷土につい
て、フィールドワークを通して学習を深
めている。
また、えごまクラブ協力の下、えごま栽
培から搾油までを通し、本町の歴史的産
業に触れる機会を設けている。（学校教
育）

■各地域で特色ある活動を行なっている子どもたちと
交流することで、それぞれの郷土について理解し合
い、町への郷土愛や愛着を深めるための活動を推進し
ます。

生涯学習課
国が推し進める放課後の子ども居場所づ
くり諸事業を社会教育関係団体等と連携
して取組んでいる。

■地域活動などの会合の場やまちづくりに子どもが主
体的に意見を表明する場や機会の充実を図るととも
に、子どもの意見を反映したまちづくりに努めます。
■町歴史資料館において夏休み子ども歴史教室などを
開催し、地域の文化財や歴史を学ぶ機会の提供に努め
ます。

生涯学習課
企画財政課

 町長と小中学生とのまちづくり懇談会を
 実施。(政策総務）
地域の文化や歴史を学ぶ機会として、多
様な諸事業の実施に努めている。（生涯
学習）

■住民との協働のまちづくりに向けて、生涯学習講座
のテーマや講師などを提案します。
■生涯学習の施策と連携し、住民が地域課題について
学習し、自分たちの生活課題として取り組むまちづく
りを支援・育成します。

生涯学習課

府・町の出前講座では、充分な運用実態
はないが、今後とも地域課題発掘の機会
提供に努める。令和４年３月に町民を講
師として講座を実施する。

■住民参画によるまちづくりの推進を目的とし、職員
が講師として地域に出向き、講座テーマに沿った町政
の説明および講習などを行う「出前講座」を実施しま
す。
　成果指標
　【出前講座の実施回数】
　●現状値（平成26年度）：13件
　●目標値（平成32年度）：25件

企画財政課 継続して実施中。

■すべての世代を対象に、認知症サポーターの養成を
すすめ、認知症に対する正しい理解を促進し、地域で
支える人づくりを進めていきます。
　成果指標
　【「認知症サポーター」養成講座修了者数】
　●現状値（平成25年度）：221人
　●目標値（平成32年度）：250人

健康課

認知症について正しい理解を持ち、支援
していく方法を学ぶため、「認知症サ
ポーター養成講座」を開催している。
（高齢介護）

■「助け愛隊サポーター」の養成講座を実施し、介護
予防の知識や地域づくりの重要性について地域へ発信
し、住民が助け合える地域づくりを目指します。
　成果指標
　【「助け愛隊サポーター」養成講座修了者数】
　●現状値（平成26年度）：66人
　●目標値（平成32年度）：120人

健康課
介護予防の担い手である「助け愛隊サ
ポーター」養成講座を開催し、修了者の
自主的な活動を支援している。

■地域全体で高齢者を支えていくために、社会福祉協
議会と連携して、新たな町民参加型サービス等の担い
手となる生活・介護サポーターの養成を進めます。

健康課
「助け愛隊サポーター」のステップアッ
プ講座を開催し、社会福祉協議会におい
て生活サポーターの運用を行っている。

■学校・家庭・地域社会が連携し、社会的資源を積極
的に活用しながら、社会全体で生涯学習を行える環境
づくりを整備・充実させていきます。

生涯学習課
史跡大山崎瓦窯跡公園を令和２年６月に
オープンし、歴史学習の場を提供するよ
う努めている。（文化芸術）

まちづくりに関
する数値等の広
報

■まちづくりに関係する数値（例えば、町内会・自治
会加入率やボランティア活動参加に関する数値など）
を広報し、より多くの住民の参加・協力につなげま
す。

企画財政課 特に実施できていない。

地域課題に関す
る学習の場の提
供

子どもの郷土愛
や地域・まちづ
くりへの関心の
醸成



基本目標２　地域での一歩を後押し、交流を促進する仕組みづくり

施策・事業 取組内容 担当課 進捗状況

子どもを対象と
した機会の提供

■スポーツ少年団組織や少年少女スポーツ教室の充実
などを図り、子どものスポーツ振興に取り組みます。
■地域活動などの会合の場で子どもが主体的に意見を
表明する機会や、町長とのまちづくり懇談会等の充実
を図り、子どもの意見を反映したまちづくりに努めま
す。【再掲】

生涯学習課
福祉課

スポーツ少年団活動は、府内でトップク
ラスの加入率があり、その支援活動を促
進している。（スポーツ）

■生きることの包括的支援の視点をもち、安全な出産
と出産後の母子の健康増進などをめざし、地域で妊産
婦が孤立しないよう母親同士の交流や友達づくりの場
として「マタニティ教室」「離乳教室 （前期・後
 期）」等の各種教室・相談を開催します。
■乳幼児の親同士の交流の場として「あそびの広場」
や「すくすく広場」を開催し、利用者のニーズを把握
しながら、内容の検討を進めます。

健康課

・父親参加も含め、マタニティ教室は母
親同士のコミュニティーづくりの機会の
ひとつとして捉え開催している。
・「あそびの広場」は毎週、「すくすく
広場」は月１回定期的に開催している。
今後もニーズを把握しながら内容を検討
していく。(健康増進）

■家庭保育の子どもとその保護者に保育所の園庭を開
放し、子育て家庭の相互交流、ふれあいの促進を図り
ます。

各保育所

毎週園庭開放（令和2年度はコロナにより
未実施）と子育て相談（令和2年度は電話
対応）を実施し、地域の子育て家庭の支
援を行なっている。

■親子や保護者のサークル活動、体験活動の実施を通
し、子育て中の家庭に交流機会の充実を図ります。

生涯学習課
年に1度、子育て講座を開催し、親子の交
流機会の充実を図っている。

■子育て支援センター「ゆめほっぺ」のさらなる周知
を図り、利用率の向上とそれを通じた子育て支援を推
進していきます。また、初めての子育てを迎える第１
子妊娠期の女性に向けて、センターの周知活動を行
い、育児に孤立することがないよう努めます。

福祉課

民生児童委員協議会こども未来部会で
は、年２回こどもと親の集いを行ってい
る。
子育て支援センター「ゆめほっぺ」は１
日平均２０組以上の利用者があり、年々
増加傾向と一定の周知が図られている
（令和2年度はコロナにより1日あたりの
受け入れ者数を制限）。
初めての子育てを迎える第１子妊娠期の
プレママさんをメインターゲットに、セ
ンターの周知活動を実施している。
また、平成31年度から町内で新たに開所
した民間保育所内で、町内2ヶ所目となる
同様の事業を実施し、充実を図ってい
る。（児童福祉）

■保健センターや小学校・中学校との連携を図り、保
護者等が集まる機会を活用して、子育てや家庭教育に
ついて学習できる機会を充実します。

生涯学習課
少年補導委員会やPTA等、諸団体と協力し
学習の機会の充実を図っている。

高齢者を対象と
した機会の提供

■高齢者の健康と生きがい対策となるよう、高齢者の
ニーズに応じたスポーツの機会の提供を促進します。
■スポーツやレクリエーションによるサークル、グ
ループ等の育成に力を入れ、高齢者のスポーツ振興に
取り組みます。

生涯学習課
健康課

高齢者スポーツ、特にグラウンドゴルフ
については100人以上の方々がクラブに所
属し、活動されている。またその他の軽
スポーツの普及振興に努めている。（ス
ポーツ）
令和３年度は１１月以降町内の感染状況
を勘案して、ガイドラインの見直しを行
い利用の回復活性化に努めた。（高齢介
護・老人福祉センター長寿苑）

子育て世代を対
象とした機会の
提供

１）近所・地域デビューの選択肢の拡大
２）多様な世代での交流の促進
３）地域の拠点づくりと交流・居場所づくり

１）子どもを核とした世代間交流の促進

近所づきあいや地域活動に対する住民の「理想」と「現実」のギャップを埋めるため、地域への一歩を後押しする機会・仕組みづ
くりが必要です。ライフステージに合わせた交流の場や趣味や特技を活かした活動など、近所づきあいや地域活動に参加する入り
口の拡大を図ります。



■家庭教育やマタニティ教室について、開催日や実施
方法等の検討を進め、土曜日にプレパパ体験を行うな
ど、父親の参加促進を図ります。

健康課
福祉課

子育て支援センター「ゆめほっぺ」を土
曜日に開催しているマタニティ教室に合
わせて開所し、プレパパに見学してもら
うほか、平日に利用がしにくい父親にも
利用してもらえる機会を設けている（令
和2年度はコロナにより未実施）。（児童
福祉）
マタニティ教室を土曜に開催し、プレパ
パ体験として沐浴実習、妊婦体験等を実
施している。（健康増進）

■父親を対象とした妊娠・出産・育児に関する講座等
を開催し、父親が子育てや家庭教育について学習でき
る機会を充実します。

健康課
福祉課

子育て支援センター「ゆめほっぺ」を土
曜日に開催しているマタニティ教室に合
わせて開所し、プレパパに見学してもら
うほか、平日に利用がしにくい父親にも
利用してもらえる機会を設けている。
（令和２年度・３年度は、コロナ禍によ
り開催を見送っている）（児童福祉）
マタニティ教室を土曜に開催しプレパパ
体験として沐浴実習、妊婦体験等を実施
している。（健康増進）

■男性の家事や子育てなど家庭生活への参加を促進す
るため、男性向けの家事や子育てに関する知識・技能
が身につけられる学習機会の充実を図ります。

生涯学習課

令和元年度に男性向けの家事を対象とし
た「男の料理講座」を開催した。
その他公民館サークルとして「男の料理
サークル」が定期的に活動されている。

■地域密着型の自立した消防団の確立に向けて、若年
の消防団員の入団等、消防団の充実・強化を推進しま
す。

総務課

　消防団員の高齢化が進んでいる中で、
各分団で団員加入促進に努めており、
徐々にではあるが、若手団員が入団して
いる反面、ベテラン団員の退団もあるた
め、団員の定員に達していないが、大山
崎町の総合防災訓練にも積極的に参加
し、地域住民との連携を図ってきた。

■自主防災組織による防災・減災の活動に、積極的に
若年層が参加できるよう、若者向けの訓練や学習会の
実施を地域との協働で推進します。

総務課

自主防災組織にも課題意識があり、町が
支援する訓練や学習会では子ども向けの
メニューを取り入れるなど工夫してい
る。

施策・事業 取組内容 担当課 進捗状況

■世帯の小規模化や少子化に伴い、子どもと高齢者の
関わりが少なくなってきている現状を踏まえ、子ども
たちの思いやりの心や主体性を育てるよう、高齢者介
護などへの子どもボランティアを支援します。
■学校や保育所等において、高齢者の知識や経験を活
かした多様な活動を通じ、子どもと高齢者の交流を進
めます。
■高齢者の放課後保育等への参加により、子どもとの
ふれあいづくりを進めます。

健康課
学校教育課
生涯学習課
福祉課

小学校低学年にあっては、高齢者の方か
ら昔遊びを教えていただく事をとおして
交流を図り、中学年は福祉施設での体験
活動を通し交流を深めたり、ふるさとガ
イドを招き郷土の歴史を学習している。
高学年では、高齢者との関わりの大切さ
を交流を通して学習を深めている。（学
校教育）
認知症について正しい理解を持ち、支援
していく方法を学ぶため、「認知症サ
ポーター養成講座」を開催している。
（高齢介護）
高齢者の放課後における保育等への参加
については、運営資源を日常の安全保育
に注ぐため、高齢者等外部環境との接触
は馴染めていない。(生涯学習）
平成２６年１０月からファミリー・サ
ポート・センター事業の運営を開始し、
提供会員と子どもの交流促進を図ってい
る。
令和３年度は新型コロナウイルス感染症
感染拡大防止のため敬老会を中止、代わ
りに児童によるお祝いメッセージ動画を
撮影し、町ホームページで公開した。
（児童福祉）（高齢介護）

子どもと高齢者
の交流の促進

２．多様な世代での交流の促進

地域における支え合いの力を高めるために、地域の子どもから高齢者まで、様々な世代の住民が交流できる環境、機会づくりを進
め、多様な世代での交流の促進を図ります。

父親の近所・地
域デビューの促
進

若者の近所・地
域デビューの促
進



■祖父母や地域の高齢者等を対象に、現代の子育て事
情や子どもとの接し方、遊び方などに関する講座（お
じいちゃん・おばあちゃんの子育て講座）を開催しま
す。

福祉課
該当事業は実施できていない。（児童福
祉）

■地域子ども教室推進事業において、体験参加型の事
業を組み入れ、地域の大人たちとふれあい・交流の場
となるよう充実を図ります。

生涯学習課
国・府が推し進める当該事業に沿い、放
課後子ども教室の 等安定した事業展開を
行っている。

■サークル活動を、より地域に開かれたものにし、世
代間交流を促進していくために、多様な交流機会の確
保に努めます。

 健康課
生涯学習課

年度ごとに公民館サークルの登録を行っ
ており、世代を超えた趣味や学習のため
に公民館が生涯学習の拠点となり、交流
の促進を図っている。

■民生児童委員協議会のこども未来部会が中心とな
り、子どもと親の集い事業を支援し、地域での親子の
交流、民生児童委員と若い世代の交流の機会の充実を
図ります。

福祉課

民生児童委員協議会こども未来部会で
は、年２回こどもと親の集いを行ってい
る。
令和２年度は、次の通り開催した。
「子育て講演会」（R2.10.8開催）
「消防署へ行こう」（R2.11.12開催）

スポーツ・レク
リエーションに
よる交流の促進

■定期的なスポーツイベント等を開催し、内容や種目
等を検討しながら、親子や地域住民同士の交流を促進
する機会づくりを進めていきます。
■大山崎町障がい者スポーツ大会等の開催やニュース
ポーツの普及、参加しやすい環境づくりなどを通し
て、障がいのある人のスポーツ振興に取り組みます。
■高齢者の健康と生きがい対策となるよう、高齢者の
ニーズに応じたスポーツの機会の提供を促進します。
【再掲】

生涯学習課
福祉課
健康課

町障がい者スポーツ大会等に町スポーツ
推進委員を派遣して普及を推進してい
る。（スポーツ）
毎年、町障がい者スポーツ大会を体育館
で開催している。（令和２年度はコロナ
で中止）（福祉課）
「高齢者を対象とした機会の提供」に同
じ（高齢介護）

生涯学習による
交流の促進

■地域における生涯学習の拠点となる公民館を中心
に、世代を超えた趣味や学習のための地域クラブの育
成支援を進め、団体同士の交流促進を図っていきま
す。【再掲】

生涯学習課

年度ごとに公民館サークルの登録を行っ
ており、世代を超えた趣味や学習のため
に公民館が生涯学習の拠点となり、交流
の促進を図っている。

施策・事業 取組内容 担当課 進捗状況

施設等の開放

■生涯スポーツ活動の拠点として、総合型地域スポー
ツクラブの拡充を支援します。
　成果指標
【総合型地域スポーツクラブの会員数】
　●現状値（平成26年度）：110人
　●目標値（平成32年度）：150人
■学校体育館施設の有効利用を促進し、地域に根ざし
たスポーツ活動の推進を目指します。
■家庭保育の子どもとその保護者に保育所の園庭を開
放し、子育て家庭の相互交流、ふれあいの促進を図り
ます。

生涯学習課
各保育所

学校体育施設を有効活用し、スポーツ活
動の促進を図っている。（スポーツ）
毎週園庭開放（令和2年度はコロナにより
未実施）と子育て相談（令和2年度は電話
対応）を実施し、地域の子育て家庭の支
援を行なっている。(児童福祉）

交流の場の提供

■「認知症カフェ」として町内のコミュニティ・カ
フェを充実し、軽度認知症高齢者の居場所づくりを進
めます。
■年齢や立場に関わらず、誰もが参加でき、様々な人
が地域で交流することのできる居場所づくりを図りま
す。
■生きることの包括的支援の視点をもち、安全な出産
と出産後の母子の健康増進などをめざし、地域で妊産
婦が孤立しないよう母親同士の交流や友達づくりの場
として「マタニティ教室」「離乳教室（前期・後
期）」等の各種教室・相談を開催します。【再掲】
■乳幼児の親同士の交流の場として「あそびの広場」
や「すくすく広場」を開催し、利用者のニーズを把握
しながら、内容の検討を進めます。【再掲】

健康課

閉じこもり予防や他者との交流のため、
サロン型カフェや小規模カフェを実施し
ている（高齢介護）
・参加者数は経産婦の参加もあり、マタ
ニティ教室の母親同士のコミュニティー
づくりの機会のひとつとして捉え開催し
ている。
・「あそびの広場」は毎週、「すくすく
広場」は月１回定期的に開催している。
今後もニーズを把握しながら内容検討し
ていく。（健康増進）

地域での多様な
世代の交流の促

進

３．地域の拠点づくりと交流・居場所づくり

地域住民の交流の促進に向けて、地域における拠点づくりや交流の場、居場所づくりを進めます。また、住民一人ひとりが地域で
孤立することがないよう、施設や交流の場の周知・啓発を図ります。



■子育て支援センター「ゆめほっぺ」のさらなる周知
を図り、利用率の向上とそれを通じた子育て支援を推
進していきます。また、初めての子育てを迎える第１
子妊娠期の女性に向けて、センターの周知活動を行
い、育児に孤立することがないよう努めます。【再
掲】

福祉課

子育て支援センター「ゆめほっぺ」は１
日平均２０組以上の利用者があり、年々
増加傾向と一定の周知が図られている
（令和2年度はコロナにより1日あたりの
受け入れ者数を制限）。
初めての子育てを迎える第１子妊娠期の
プレママさんをメインターゲットに、セ
ンターの周知活動を実施していく。
また、平成31年度から町内で新たに開所
した民間保育所内で、町内2ヶ所目となる
同様の事業を実施し、充実を図ってい
る。（児童福祉）

■町ＨＰに「こころの体温計」を掲載し、こころの健
康セルフチェックが簡単に実施できる環境を提供しま
す。また、保健センターを拠点に、「からだとこころ
の健康相談」をはじめ各種教室を開催するとともに、
メンタルヘルスに関する啓発・相談機能の周知を図
り、あらゆる年代の住民が地域で孤立することのない
よう努めます。

健康課

こころの体温計は毎月５００件前後のア
クセスがある。「からだとこころの健康
相談」は毎月２回開催している。メンタ
ルヘルスに関する啓発を案内送付時等、
様々な機会に行っている。（健康増進）

施設等の有効活
用の検討

■気軽に集える集会場所について、既存施設や高架下
スペース等の有効利用を含めて検討します。
■既存の社会福祉施設等について活用事例の調査や有
効活用の検討を行います。

企画財政課
住民等の交流等の塲として、JR山崎駅横
町有地の貸出を実施している。

施設等の周知・
啓発



基本目標３　地域・福祉の担い手の負担軽減と新たな担い手の確保・育成

施策・事業 取組内容 担当課 進捗状況

■地域社会に根ざしたボランティア活動が永続的にかつ自
主的に展開できるよう、リーダーやコーディネーターの支援・
育成を図ります。

生涯学習課
福祉課
健康課

地域の諸活動の核となる人材育成に努め
ているが、安定した成果を生む実態では
ない。（生涯学習）

■町内会・自治会などの区域単位で地域福祉を推進する人
材の育成について、庁内関係課や社会福祉協議会などの
関係組織とともに検討を進めます。

福祉課
企画財政課
関係各課

民生児童委員協議会からは、地域に補助
員を配置する声が寄せられている。（福
祉）
特に実施できていない。（企画観光）

■地域住民の活動を促進するリーダーや、様々な地域団体
の取り組みをつなぐ役割を担うコーディネーターの育成を図
ります。

生涯学習課
地域の諸活動の核となる人材育成に努め
ているが、安定した成果を生む実態では
ない。（生涯学習）

ボランティア・
ポイント制度の
検討・導入

■団塊世代をはじめとする多くの人々が地域社会で役割を
もち、互いに生活を支え合うことができるよう、ボランティア・
ポイント制度などの新しい共助のしくみづくりを検討します。

企画財政課 特に実施できていない。

■ボランティア活動が継続的に、活発に実施できるよう、社
会福祉協議会と連携をとりながら、ボランティア基金やボラン
ティア・バンクの整備、充実を図ります。

福祉課 社会福祉協議会と連携して、引き続き取
り組んでいく。（福祉課）

■子育て経験者と子育て中の人たちが会員になり、子育て
と様々な社会生活が両立できるよう橋渡しをする「ファミリー・
サポート・センター」の周知を進め、会員数と利用者のさらな
る増加を目指し、地域での子育て相互援助活動の充実を図
ります。
　成果指標
　【ファミリー・サポート・センター提供会員数】
　●現状値（平成26年度）：11人
　●目標値（平成32年度）：30人

福祉課
平成２６年１０月に運営開始した。
今後はさらに周知活動を行い、会員数と
利用実績のさらなる増加に努める。

情報や課題の共
有の場づくり

■民生児童委員が地域で活動をするにあたって必要な知
識や情報を提供し、研修等を行うことで、活動しやすい環境
づくりを推進していきます。
■生活支援コーディネーターを中心に、地域資源の把握と
開発、また地域の福祉関係者間のネットワーク構築を進めま
す。
■地域の様々な福祉の担い手が参画する協議体におい
て、地域の現状や課題を共有し、解決策等を検討していき
ます。

福祉課
健康課

研修事業の実施や必要な情報の提供な
ど、活動しやすい環境づくりに努めてい
る。

 

２.新たな担い手の確保・育成

住民が新たな担い手となって地域で活躍できるよう、ボランティア活動等を知り、学び、体験できる機会の提供を進めます。ま
た、住民それぞれの生活や興味・関心に合った活動ができるよう、様々な分野やライフステージに応じた機会を提供します。

リーダーやコー
ディネーターの
育成・支援

１）既存の担い手への支援の充実
２）新たな担い手の確保・育成

１．既存の担い手への支援の充実

地域福祉活動を継続していくために、既存の担い手やリーダーの負担を軽減していくことが、求められます。担い手の育成支援や
活躍できる環境づくり、情報や課題の共有体制の構築などを図り、「みんなで担う」仕組みづくりへの転換を図ります。

担い手が活躍で
きる仕組み・環
境づくり



施策・事業 取組内容 担当課 進捗状況

町民全体を対象
とした機会の提
供

■社会福祉協議会にて、ボランティア基礎講座やボラ
ンティア学習会、ボランティアのつどい等を開催しま
す。
■中央公民館で各種講座を開催するとともに、それら
の周知・啓発を行い、新規受講者の増加に取り組みま
す。
■ボランティアについての啓発や必要な知識・技術を
修得するための情報提供をし、ボランティア体験学習
を活発化します。
　成果指標
　【地域活動・ボランティア活動に参加している人の
割合】
　●現状値（平成29年度）：20.0％
　●目標値（平成32年度）：25.7％
　　※地域福祉に関する町民意識調査で、「現在参加
している」と回答した人の割合
　【社会福祉協議会ボランティア登録人数】
　●現状値（平成26年９月）：338人
　●目標値（平成32年度）：355人
※個人登録・グループ登録の計

生涯学習課
福祉課

平成２６年１０月からファミリー・サ
ポート・センター事業の運営を開始し、
提供会員に向けた研修会を実施してい
る。（児童福祉）
公民館講座においては予算の制約が厳し
い中、魅力ある講座の開催を目指し、努
力している。(公民館）

子どもを対象と
した機会の提供

■子どもたちが、ボランティア体験を通じ、ボラン
ティアそのものに関心を持ってもらえるよう、体験機
会の充実を図ります。

生涯学習課
福祉課

社会教育関係団体と中学校が連携し、年
１回、町内清掃活動を実施し、中学生が
地域に貢献する機会となっている。（生
涯学習）

高齢者を対象と
した機会の提供

■高齢者等のボランティアの推進のため、生涯学習と
連携した福祉ボランティア活動への展開を促します。
■高齢者の豊かな経験、知識、能力などを活かし、地
域の活性化につなげることを支援します。

健康課
生涯学習課

介護予防活動の推進を担う人材や団体を
育成し、また当該団体に対して、活動支
援金の交付を行っている。（高齢介護）
当該主旨に沿う事業は取組めていない。
（生涯学習）

様々な分野での
ボランティア体
験学習の促進

■環境保全、防災、防犯、福祉、子育て、介護、伝統
文化など様々な分野のボランティア活動の拡充に向
け、ライフステージに応じたボランティア体験学習を
促します。

総務課
経済環境課
健康課
福祉課
生涯学習課

防災分野において町社会福祉協議会との
協定で常設型災害ボランティアセンター
を設置し、同センターの事業として防災
関連の研修会等を実施している。(総務）
森林整備ボランティア活動について、小
学生・中学生・一般参加者を対象とした
事業を実施している。（経済環境）

勤労者を対象と
した機会の提供

■企業、ボランティア団体、および大学と連携して、
天王山の森林整備活動を実施するなど、企業の社会活
動推進のための連携を図っていきます。

経済環境課
企業、ボランティア団体、および大学と
連携して、天王山の森林整備活動を実施
している。

養成講座等の開
催

■すべての世代を対象に、認知症サポーターの養成を
すすめ、認知症に対する正しい理解を促進し、地域で
支える人づくりを進めていきます。【再掲】
■「助け愛隊サポーター」の養成講座を実施し、介護
予防の知識や地域づくりの重要性について地域へ発信
し、住民が助け合える地域づくりを目指します。【再
掲】
■地域全体で高齢者を支えていくために、社会福祉協
議会と連携して、新たな町民参加型サービス等の担い
手となる生活・介護サポーターの養成を進めます。
【再掲】
■生きることの包括的支援の担い手であるゲートキー
パーの認知度を高める啓発を行い、府と連携しながら
養成者をひとりでも多く増やします。

健康課

「地域課題に関する学習の場の提供」に
同じ（高齢介護）
ほけんセンターだよりや広報等で啓発を
行っている。（健康増進）



基本目標４　地域福祉活動への積極的な支援と地域でのネットワークづくり

施策・事業 取組内容 担当課 進捗状況

■町内会・自治会の運営や活動への支援を進めるとと
もに、町内会・自治会長懇談会などによる情報発信・
情報共有を図ります。また、未加入者および未組織地
域への対応についても検討を進めます。
　成果指標
【町内会・自治会の加入率】
　●現状値（平成27年度）：60.5%
　●目標値（令和2年度）：75％

企画財政課

毎年度初めに町内会長・自治会長会議を
実施 （※）。転入者へのチラシ配付や開
発事業者を通じての町内会・自治会加入
の促進を継続して実施。
 ※令和２年度は新型コロナウイルス感染
 症の影響により未実施。

■老人クラブについて、高齢者のニーズの把握に努
め、リーダーの育成や会員の自主的な活動展開を支援
し、イベント等の開催や普及・啓発活動を進めて、新
規会員の加入促進につなげます。

健康課

 会員増強のため、スポーツ大会を予定し
 ていたが、新型コロナウイルス感染症感
 染拡大防止のため開催できていない。活
動補助金の支給や各種情報提供を行って
いる。（高齢介護）

■子ども会の活性化に向けて、子どもの主体性と自主
性を尊重した活動を推進するとともに、地域間での情
報交換や交流の機会を確保に努めます。

生涯学習課 当該主旨に沿う事業は取組めていない。

■社会福祉協議会の協力を得ながら、町内のボラン
ティア団体の意見を把握し、ボランティア活動の拡大
に向けた情報提供や活動支援を進めます。

福祉課
当該主旨に沿う事業は取組めていない。
（福祉）

■町民が地域における福祉や環境美化活動、あるいは
地域活性化のための活動に主体的に参画できるよう、
社会福祉協議会等関係機関と連携し、ボランティア団
体の育成やＮＰＯ法人の設立を支援します。

企画財政課
経済環境課
福祉課

社会福祉協議会において団体の育成に取
り組んでいただいている。(福祉）
「大山崎町地域力再生事業補助制度によ
り、地域課題の解釈に資する取り組みを
支援している。（企画観光）
町内会・自治会から１名ずつ「環境美化
推進員」を選出いただき、町内の環境美
化に努めているが、社会福祉協議会等と
の連携は今のところできていない。（経
済環境）

■外出や家事など、生活支援に関する自主グループや
ＮＰＯ団体の活動等を支援し、地域で支え合うことの
できる環境づくりを推進します。
■社会福祉協議会と連携し、ふれあい・見守りサポー
ター研修を行い、活動の充実・強化を図ります。

健康課
福祉課

該当団体が存在しない。（高齢介護）
社会福祉協議会等との連携は今のところ
できていない。(福祉）

■地域で活動する子育てサークルに対し、情報交換や
交流、子育て支援活動等のための場を提供するなど、
活動への支援の充実に努めます。
　成果指標
　【子育て支援団体数】
　●現状値（平成28年度）：ー
　　※現在子育て支援団体を把握する統計基準がない
ため、今後基準等を設定し、把握に努め、団体数の増
加を目指す。
　●目標値（令和2年度）：８団体

福祉課

子育て支援センター「ゆめほっぺ」にお
いて、各種団体の広報誌を配置する情報
コーナーを設けている。
また、平成29年度から町内の子育て支援
団体と協働で、保護者を対象とした「子
育て支援プログラム」を実施している。
(児童福祉）

■子どもの健全な成長に向けた活動を展開するＰＴＡ
をはじめ、地域の関係団体の活動を支援します。

福祉課
生涯学習課

地域の子育て支援団体等について、個別
の支援は実施できていない。今後実施に
向けて検討する。（児童福祉）
社会教育団体に対し、補助金を支出し、
活動を支援している。（生涯学習課）

１）活動団体・組織への支援
２）活動団体・組織間のネットワークづくりとコーディネート機能の充実

１．活動団体等への支援

町内で地域福祉活動を展開する様々な地域団体・組織の課題やニーズを把握し、運営や活動への支援（組織づくり）を進め、地域
福祉活動の活性化につなげます。

地縁団体等の活
動への支援

テーマ型団体・
組織の活動への
支援



■情報提供や活動の場の提供、団体間の連携の促進な
どを通じて、生涯学習やスポーツに関するサークル・
団体の活動を支援します。

生涯学習課
関係団体に対しては、補助金等を支出
し、活動を支援している。

■生きることの包括的支援の視点をもった健康教育等
の実施を通して、健康づくりや介護予防などの自主的
な取り組みを地域で展開する団体・組織の運営・活動
を支援します。

健康課
生涯学習課

介護予防活動を行う団体に対して、活動
支援金の交付や研修の参加助成を行って
いる。（高齢介護）
健康づくりに関する出前講座等の要請に
応じからだやこころの健康教育を実施し
ている。（健康増進）
「大山崎町体育協会」（町から委託）に
よる全年齢参加可能なスポーツイベント
の実施により、健康づくりを促進してい
る。（生涯学習）

■企業等によるＮＰＯを支援する活動やボランティア
活動などの促進を図ります。

企画財政課 特に実施できていない。

■コミュニティの活発化に資する商業等の展開を支援
するとともに、福祉や環境保全等のニーズに対応する
サービスを支援します。

経済環境課
商工会が会員、従業員等に福利厚生・健
康維持増進を図るために実施する健康診
断事業を支援している。

民生児童委員活
動への支援

■民生児童委員が地域で活動をするにあたって必要な
知識や情報を提供し、研修等を行うことで、活動しや
すい環境づくりを推進していきます。

福祉課
活動しやすい環境づくりに努めている。
令和元年度は、民生児童委員の改選があ
り、町主催の研修会を実施した。

社会福祉協議会
との連携・協働

■社会福祉協議会の各種活動への支援を進めるととも
に、社会福祉協議会が地域福祉を推進する中心的な役
割を果たすことができるよう、行政との連携や協働の
あり方の検討・整理を進めます。

福祉課
連携や協働のあり方について、今後も検
討を続ける。

施策・事業 取組内容 担当課 進捗状況

■支援を必要とする高齢者や障がいのある人を、町内
会・自治会、自主防犯・防災組織、ボランティア団体
等で支えていく地域ネットワークづくりを進めます。
■避難に関する個別計画の策定の枠組み作りを進め、
緊急時に地域で支え合うネットワークづくりに繋げま
す。

総務課
福祉課
健康課

各地区の自主防災組織間の連携を行いや
すくするため、令和元年１０月に大山崎
町自主防災組織連絡協議会が設立され
た。自主防災組織（現在、町内２４団
体）の一部では、高齢者等の要配慮者の
名簿作成に取り組まれている。
町は避難行動要支援者名簿を作成してお
り、今後、民生委員などをコーディネー
ターと位置付け、避難に関する個別計画
の策定の枠組み作りを進め、緊急時に地
域で支え合うネットワークづくりに繋げ
る。（総務課、福祉課、健康課）

■町内会・自治会や子ども会、ＰＴＡ、子育て支援グ
ループなど地域で活動する団体・組織同士の連携を推
進し、子育て支援ネットワークづくりを進めます。

福祉課
生涯学習課
企画財政課

毎年1度、社会教育関係団体交流会を開催
し、団体間の連携を推進している。

■まちづくり活動に関係する団体やＮＰＯ、ボラン
ティア団体、小中学校、大学等と行政が役割を分担し
ながら、協働のまちづくり活動を進めます。

企画財政課
学校教育課

進捗していない。

■生活支援コーディネーターを中心に、地域資源の把
握と開発、また地域の福祉関係者間のネットワーク構
築を進めます。

福祉課
健康課

町内のさまざまな団体、個人の力を集結
し、ご当地体操を作成し、普及に取り組
んでいる。（高齢介護）

様々な分野で、活動する団体や組織、福祉関係者、専門家等が定期的に交流や情報交換を行うことができるよう、ネットワークの
充実を図ります。また、地域の課題解決に向けた取り組みを検討・推進するための場や仕組みづくりを進めます。

様々な分野での
活動団体・組織
のネットワーク
づくり

２．活動団体・組織間のネットワークづくりとコーディネート機能の充実

企業・商業者等
への働きかけ



■地域の様々な福祉の担い手が参画する協議体におい
て、地域の現状や課題を共有し、解決策等を検討して
いきます。
　成果指標
　【多様な主体がまちづくりについて話し合える場の
形成】
　●現状値（平成29年度）：なし
　●目標値（令和2年度）：設置

福祉課
健康課

個別課題の積み上げから地域課題を抽出
し、解決に向けた方策を検討している。
（高齢介護）

■地域福祉に関連する団体・組織が、町内会・自治会
などの区域単位で、情報交換や連携などを図るための
プラットフォームの設定について、庁内関係課や社会
福祉協議会などの関係組織とともに検討を進めます。

特に実施できていない。(企画観光）

■町内会・自治会などの区域単位で地域福祉を推進す
る人材の育成について、庁内関係課や社会福祉協議会
などの関係組織とともに検討を進めます。【再掲】

特に実施できていない。(企画観光）
子育て支援ネットワークの整備には至っ
ていない。（児童福祉）

ボランティア団
体のネットワー
クづくりやコー
ディネート機能
の充実

■社会福祉協議会を通じて、ボランティア団体相互の
連携や活性化を支援するとともに、ボランティアコー
ディネーターを核とした活動の支援に努めます。
■ボランティア団体間のコーディネートに向けて、ボ
ランティア・バンクの整備、充実を図ります。

福祉課
健康課

継続的に取り組んでいる。（福祉）

地域と専門機関
等とのネット
ワークづくり

■地域の活動団体等による地域福祉活動と専門機関に
よる公的な福祉サービスとの連携をめざして、町や専
門機関、社会福祉協議会、地域の活動団体等による情
報共有や連携の取り組みを進めます。

福祉課 具体的な取り組みはできていない。

■社会福祉施設と関係機関・団体、教育機関等の連携
のもとに、町福祉センターの地域福祉の拠点機能の充
実を図ります。

健康課
福祉課
生涯学習課

具体的な取り組みはできていない。（健
康課）
当該主旨に沿う事業は取組めていない。
（生涯学習）
具体的な取り組みはできていない。（福
祉課）

■公民館やふるさとセンターなどをボランティア活動
の場所として提供します。

生涯学習課
福祉課

平成２８年５月から子育て支援センター
「ゆめほっぺ」は公民館本館の一部が耐
震性を満たしていないことから、保健セ
ンターに移設した。（児童福祉）

■ＮＰＯ、ボランティア団体、町内会・自治会、まち
づくりの人材などの活動や交流を支援し、町民と行政
とのコミュニケーションを促進するための協働自治セ
ンター（仮称）の開設を検討します。

総務課 進捗していない。

■子育て経験者と子育て中の人たちが会員になり、子
育てと様々な社会生活が両立できるよう橋渡しをする
「ファミリー・サポート・センター」の周知を進め、
会員数と利用者のさらなる増加を目指し、地域での子
育て相互援助活動の充実を図ります。【再掲】

福祉課

平成２６年１０月からファミリー・サ
ポート・センター事業の運営を開始し、
提供会員と子どもの交流促進を図ってい
る。
また、敬老会へ保育所入所児童が参加
し、踊りを披露するなどの交流活動を実
施している（令和2年度は未実施）。（児
童福祉）

■気軽に集える集会場所について、既存施設や高架下
スペース等の有効利用を含めて検討します。【再掲】
■既存の社会福祉施設等について活用事例の調査や有
効活用の検討を行います。【再掲】

企画財政課
建設課
福祉課

特に実施できていない。

福祉課
企画財政課
健康課
関係各課

地域でのプラッ
トフォームづく
り

活動やネット
ワークづくりの
ための拠点の整
備



基本目標５　包括的な相談支援体制の構築・強化と効果的な情報提供・発信、共有の仕組みづくり

施策・事業 取組内容 担当課 進捗状況

■地域の中で、複雑化・多様化する住民の相談に対応
するために、民生児童委員の研修を充実させ、不安や
悩みを抱える地域住民への支援を行います。

福祉課
研修事業の実施や必要な情報の提供な
ど、活動しやすい環境づくりに努めてい
る。

■出生児全員の家庭を訪問するあかちゃん訪問や、高
齢者を対象とした訪問指導などを通して、保健師が地
域において相談に応じることができる取り組みを進め
ます。
■町ＨＰに「こころの体温計」を掲載し、こころの健
康セルフチェックが簡単に実施できる環境を提供しま
す。
また、保健センターを拠点とし、「からだとこころの
健康相談」をはじめ各種教室を開催するとともに、メ
ンタルヘルスに関する啓発・相談機能の周知を図り、
あらゆる年代の住民が地域で孤立することのないよう
努めます。

健康課

母子に関しては児童福祉係と連携し、出
生児、転入児の全数把握と地域担当保健
師の顔つなぎを実施している。平成31年
度から利用者支援事業（母子保健型）を
開始し、相談しやすい空間づくりを行っ
ている。（健康増進）
こころの体温計は毎月５００件前後のア
クセスがある。「からだとこころの健康
相談」は毎月２回開催しているが、その
他随時相談できる体制の確保に努めてい
る。メンタルヘルスに関する啓発を案内
送付時等、様々な機会に行っている。
（健康増進）

■人権が尊重される社会を目指して、人権擁護委員に
よる人権相談や啓発活動などを実施します。

総務課

人権擁護委員による取り組みとして、
・「心配ごと相談」（月２回） ・街頭啓
発（男女共同参画：６月／人権強調月
間：８月／人権週間：１２月） ・人権の
花運動による啓発（小学校２校、京都先
端科学大学附属みどりの丘幼稚園） を実
施。

■相談支援事業者における相談機能の充実を図りま
す。

福祉課
健康課

平成２４年４月に大山崎町社会福祉協議
会に障害者相談支援事業所を開設した。
地域生活支援事業における相談支援事業
について、町社会福祉協議会や圏域の相
談支援事業所に委託し実施している。

妊娠・出産・子育てに関する相談体制の充実
■妊娠・出産・子育てに関するワンストップ相談窓口
において、個々の適切な情報提供や相談支援へとつな
げていき、妊娠・出産・子育てに関する多様な悩みを
相談しやすい体制を整備します。
■健康増進係や児童福祉係、子育て支援センターが連
携し、よりきめ細かい相談支援が行えるよう努めま
す。

健康課
福祉課

ワンストップ相談窓口として多様な悩み
に対応し相談支援へつなげられるよう、
母子保健型の全数把握体制を構築してい
る。その中でも様々な福祉的支援を必要
とする困難ケース等に関しては児童福祉
係へつなぎ適切な支援につなげられるよ
う連携している。（健康増進）

高齢者の相談体制の充実
■地域包括支援センターの総合相談窓口での福祉・介
護予防・保健・医療の相談体制の充実を図ります。ま
た、保健センター、町福祉センター、社会福祉協議会
などの相談窓口についても、併せて充実を図ります。

健康課
福祉課

継続して取り組んでいる。

障がいのある人の相談体制の充実
■町福祉課窓口を中心に、地域生活支援センターをは
じめとした各関係機関との連携強化を図ることによ
り、相談窓口の充実と専門性の強化を図っていきま
す。

福祉課

平成２４年４月に大山崎町社会福祉協議
会に障害者相談支援事業所を開設した。
地域生活支援事業における相談支援事業
について、町社会福祉協議会や圏域の相
談支援事業所に委託し実施している。
令和元年度からは、精神障がい者を対象
とした家族相談支援に関する委託事業を
開始した。

ストレスや健康に関する相談体制の充実
■ストレスや身体の不調など、健康に関する相談に対
応できるよう、保健センターを拠点とした「からだと
こころの健康相談」を実施するとともに、乙訓保健所
等の関係機関と連携し、より専門的な心と身体の健康
相談の充実に努めます。

健康課

「からだとこころの健康相談」は毎月２
回開催している。必要者は乙訓保健所の
精神科医や精神保健福祉士による、より
専門的な相談が受けられるよう連携して
いる。（健康増進）

１）包括的な相談支援体制の充実
２）福祉サービス・制度の提供と質の向上
３）効果的な情報提供・情報発信の仕組みづくり

１．包括的な相談支援体制の充実

地域における身近な相談機能や各福祉サービスに関する相談体制を充実・強化するとともに、多様で複合的な課題に対して、「丸
ごと」対応できるよう、分野を超えた包括的な相談支援体制の充実を図ります。

地域における身
近な相談機能の
充実

福祉サービスに
関する相談窓
口・相談体制の
充実



■各分野の相談窓口について、健康診査や各種福祉
サービスの説明会等、様々な機会や広報・ホームペー
ジを利用して周知していきます。

生涯学習課
福祉課
健康課

生きることの包括的支援の視点をもち、
あらゆる年代を対象とした各種相談窓口
の周知をほけんセンターだより・広報・
ホームページ等を利用して定期的に行っ
ている。（健康増進）

■障がいがある人の身近な相談窓口である身体障害者
相談員、知的障害者相談員について、広報「おおやま
ざき」に内容を掲載するなど、周知していきます。

福祉課

継続して取り組んでいる。
令和 元２年度も ３２名の相談員に委託し
ており、活動していただいている。
また、3名の方は府の地域相談員にも就任
していだいている。

■地域包括支援センターの周知・啓発を図り、高齢者
にとっての総合相談窓口としての機能強化に努めま
す。

健康課 継続して取り組んでいる。

■民生児童委員や保健師などの地域における活動を通
じて把握された情報を地域包括支援センターに集める
情報連絡体制づくりを進め、迅速に相談に応じること
ができるように図ります。

健康課
福祉課

継続的に取り組んでいる。

■各分野の相談支援体制を充実させるとともに、個々
の課題に対して分野横断的な対応ができるよう、多職
種の専門職や担い手などの連携を図り、課題解決に向
けたネットワークの構築を進めます。
■制度の狭間や複合的な相談・課題について、各分野
の相談支援だけでは対応が難しい場合に、各分野の相
談窓口が連携しながら対応できるような協議の場づく
りを進めます。

福祉課
総務課

個々の課題に応じ、関係機関と連携しな
がら課題解決に向けて取り組んでいる。

施策・事業 取組内容 担当課 進捗状況

福祉サービス・
制度等の提供

■次世代育成支援・地域行動計画や高齢者保健福祉計
画・介護保険事業計画、障がい者（児）計画などの個
別計画にのっとり、子ども・子育て世代や高齢者、障
がいのある人を対象とした福祉サービス・制度を適切
に提供します。
■支援を必要とするすべての住民が、福祉サービス・
制度を有効的かつ効果的に活用できるよう、様々な媒
体や機会を活用し、福祉サービス・制度の周知・啓発
や利用に関する情報提供などを進めます。

関係各課

令和2年3月に第2期子ども・子育て支援事
業計画を策定しており、当該計画に次世
代育成支援・地域行動計画の内容を包含
している。
（児童福祉）
平成30年3月に障がい者（児）基本計画を
策定し、サービスの提供に取り組んでい
る。（社会福祉）

■地域包括支援センターを中核として、介護サービス
に関する情報の収集・提供体制づくりを進め、サービ
スの質と水準を確保するため、苦情相談窓口の充実を
図ります。

健康課 継続して取り組んでいる。

■誰もが安心して福祉サービス・制度を利用できるよ
う、福祉サービス等に関する苦情や相談などに迅速に
対応します。
■サービスの質を高めるとともに、適切なサービス提
供を図るため、サービス事業者の第三者評価や自己評
価制度の実施を働きかけます。

福祉課

町立保育所には苦情解決窓口として保育
士長を位置付け、入所説明会等で周知し
ている。
第三者評価については取り組めていな
い。（児童福祉係）

２．福祉サービス・制度の提供と質の向上

相談窓口の周
知・啓発

総合的な相談支
援体制の構築

福祉サービス・
制度等の質の向
上

高齢者や障がいのある人、子ども・子育て世代に関する個別計画にのっとり、公的な福祉サービス・制度の適切な提供を図りま
す。また、サービスに関する相談への対応や評価の充実を図るとともに、サービス・制度の質の確保と向上に努めます。

３．効果的な情報提供・情報発信の仕組みづくり

必要な人に必要な情報が届くよう、情報の受け手である住民や地域団体・組織の視点に立ち、既存の情報媒体等の充実を図りなが
ら、新たな情報提供・情報発信の仕組みづくりなどを積極的に進めます。
また、個人情報保護条例等に基づいた個人情報の適正な取扱いを進めるとともに、災害時・緊急時等に対応するための情報の共有
等、個人情報の有効活用を進めます。



施策・事業 取組内容 担当課 進捗状況

既存の情報媒体
等の充実

■広報「おおやまざき」の編集体制の強化と内容の充
実に努めます。
■町民が必要とする行政情報について、公共施設等の
情報コーナーやホームページの充実等により、誰もが
容易に得られるように努めます。
■職員が講師として地域に出向き、講座テーマに沿っ
た町政の説明および講習などを行う「出前講座」を実
施します。【再掲】

企画財政課 継続して取り組んでいる。

■「広報おおやまざき」や「ほけんセンターだより」
などについて、必要な情報を掲載するとともに、文字
の大きさやわかりやすさなどに配慮した読みやすい紙
面づくりに取り組んでいきます。

企画財政課
福祉課
健康課

継続して取り組んでいる。

■文字拡大、ルビ振り機能、色覚特性や視力の弱い人
に配慮したホームページの作成に取り組み、わかりや
すい情報提供に努めていきます。

企画財政課
福祉課

継続して取り組んでいる。
ホームページのリニューアルに伴い多言
語対応を図る等、よりわかりやすい情報
提供に努めている。

■朗読ボランティアと連携を図りながら、継続して声
の広報を発行していくとともに、本サービスの周知・
啓発に取り組みます。

福祉課 継続して取り組んでいる。

■地域における活動のノウハウや成功事例、地域の現
状を把握するための統計データなど、今後の地域福祉
活動等の参考となる情報の収集・整理と提供を進めま
す。

企画財政課
福祉課

特に実施できていない。

■まちづくりに関係する数値（例えば、町内会・自治
会加入率やボランティア活動参加に関する数値など）
を広報し、より多くの住民の参加・協力につなげま
す。【再掲】

企画財政課 特に実施できていない。

個人情報の適正
な取り扱いの推
進

■個人情報の利用・提供については、大山崎町個人情
報保護条例に基づき、適正に取り扱います。また、職
員等の守秘義務の徹底を図ります。

企画財政課
福祉課

継続して取り組んでいる。

個人情報の有効
活用の検討

■地域福祉の推進に必要な個人情報の活用方法などに
ついて検討を進め、関係機関等との個人情報の共有な
ど、地域福祉活動で個人情報が適正かつ有効に活用さ
れる体制づくりに努めます。

福祉課 具体的な取り組みはできていない。

■町内会・自治会での高齢者宅のマップの作成、災害
時の要配慮者のチェックリストの作成などにより、地
域ネットワークづくりを推進します。
■避難に関する個別計画の策定の枠組み作りを進め、
緊急時に地域で支え合うネットワークづくりに繋げま
す。【再掲】

総務課
福祉課
健康課

各地区の自主防災組織間の連携を行いや
すくするため、令和元年１０月に大山崎
町自主防災組織連絡協議会が設立され
た。
自主防災組織（現在、町内２４団体）の
一部では、高齢者等の要配慮者の名簿作
成に取り組まれている。
町は避難行動要支援者名簿を作成してお
り、今後、民生委員などをコーディネー
ターと位置付け、避難に関する個別計画
の策定の枠組み作りを進め、緊急時に地
域で支え合うネットワークづくりに繋げ
る。（総務課、福祉課、健康課）

■大規模地震等災害発生時の安否確認、避難支援など
を円滑に行うために「避難行動要支援者名簿」を作成
し、同名簿を活用した「個別計画」策定の取り組みを
進めます。

総務課
福祉課
健康課

避難行動要支援者名簿を作成し、平常時
から避難支援等関係者への提供を行なう
ための同意確認を実施した。今後は名簿
を活用した個別計画策定の枠組み作りを
進める。（総務課、福祉課、健康課）

■急病時等に備えて、あらかじめ医療情報の入った容
器を冷蔵庫に保管し、救急隊員が的確な救命処置に役
立てる「命のカプセル」の普及に努めます。

福祉課

新たに配布対象年齢に到達した方に民生
児童委員が中心になり追加配布してい
る。
また、外出時に持ち歩ける「安心カー
ド」を民生児童委員協議会広報誌「そよ
かぜ」と一緒に配布するとともに、町関
係機関に設置している。

災害時・緊急時
等に対応する情
報整理・共有

情報のバリアフ
リー化の推進

新たな仕組みづ
くり



基本目標６　権利擁護に向けた取り組みの充実

施策・事業 取組内容 担当課 進捗状況

■成年後見制度利用支援事業や、地域福祉権利擁護事
業（福祉サービス利用援助事業）の周知・啓発を進
め、イベント時に広報を行う等、その方法の工夫に努
めます。

福祉課
健康課

要綱を改正し、助成の範囲を広げ、制度
利用を支援している。（高齢・社会福
祉、福祉）
京都府や京都家庭裁判所が主催する会議
に参加し、情報収集を行っている。

■地域包括支援センターにおいて、高齢者の権利擁護
に関する相談に応じます。

健康課 継続して取り組んでいる。

施策・事業 取組内容 担当課 進捗状況

■地域包括支援センターにおいて、高齢者に関わる総
合的な相談・支援を行い、高齢者虐待の防止と早期発
見、対応に努めます。

健康課 継続して取り組んでいる。

■障がいのある人への虐待対応の窓口や体制などの適
正な実施に向けて、検討を進めます。

福祉課

乙訓福祉施設事務組合に、乙訓障がい者
虐待防止センターを、２市１町で共同設
置している。センターでは、通報の受理
や関係機関との連絡調整、啓発研修会等
を実施している。

児童、高齢者および障がいのある人への虐待、ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）などの予防や早期発見・早期対応等に向け
た取り組みを推進します。

虐待防止の
取り組みの充実

１）権利擁護のための制度利用の促進
２）虐待防止と早期発見・早期対応に向けた取り組みの推進

１．権利擁護のための制度利用の促進

認知症高齢者の増加や障がいのある人の地域移行などを踏まえて、成年後見制度の利用の促進などの権利擁護に関する取り組みの
充実を図ります。

２．虐待防止と早期発見・早期対応に向けた取り組みの充実

権利擁護の推進

乙訓福祉施設事務組合に、乙訓障がい者
虐待防止センターを、２市１町で共同設
置しています。センターでは、通報の受
理や関係機関との連絡調整、啓発研修会
等を実施している。(福祉）
福祉課が中心となり、関係機関と適切な
連携ができている。町民からの通報をは
じめ、各保育所や小中学校からの虐待や
教育放棄が見られる幼児児童生徒の発見
に注視しており、その対応については定
期的かつ適宜にケース検討会議を開いて
おり、組織的な対応が構築できている。
（学校教育）
ＤＶ事案に対しては、庁内の総合調整窓
口として対応するが、児童や高齢者等は
日々の行政サービスを提供する担当課が
効果的に対応している。また、虐待の予
防から保護・自立に至るまでを処理する
組織体制は不充分なため府の支援によ
る。（生涯学習）
児童虐待については、関係機関によって
構成される要保護児童対策地域協議会を
中心として、個別のケースに対する対応
を実施している。
関係機関内で対応についても情報共有す
ることで事例・ノウハウの蓄積が生ま
れ、新たな虐待の早期発見・早期対応に
繋がっている。（児童福祉）
高齢者の虐待が発見・通報・懸念される
場合には、地域包括支援センター等と
ケース会議を直ちに開催し、訪問・通報
等の対応により解決に向けた取り組みを
行っている。(高齢介護）
児童虐待につながるリスクがあるケース
を、妊娠期から産後も含めて把握できる
よう適宜アンケートや面接、電話等で
フォローし、その発生を未然に防ぐ取り
組みを実施している。（健康増進）

■児童虐待や高齢者虐待、ＤＶと思われる行為を発見
した町民が、積極的に相談や通報などを持ち込むこと
ができるよう、虐待に関する相談窓口の充実を図ると
ともに、相談窓口の周知・啓発を進めます。
■虐待の予防から、通報等による早期発見・早期対
応、さらには被虐待者の適切な保護・自立に至るまで
の総合的、組織的な対応の充実を図ります。

福祉課
健康課
学校教育課
生涯学習課
総務課



基本目標７　安全で安心して暮らせる環境づくり

施策・事業 取組内容 担当課 進捗状況

■大山崎町バリアフリー基本構想に基づき、町の公共
施設や駅のバリアフリー化を進めるとともに、新築施
設については、ユニバーサルデザインを推進します。

企画財政課 継続して実施している。

■公園、緑地等の段差の解消やスロープの改良などを
進め、誰もが利用しやすく、安全で快適に過ごせる空
間づくりを進めます。

建設課

段差のある公園が７箇所あり、一定の面
積要件を備えた６箇所の公園について
は、スロープを設置済み。残り１箇所に
ついては、面積が小さく、スロープを設
置することにより、公園の機能が損なわ
れる。

■歩道の段差解消や道路幅の確保に努め、安全で快適
な日常生活が送れるよう、道路整備を順次進めます。

企画財政課
建設課

円明寺が丘団地、下植野団地において、
開渠側溝を暗渠化し歩行区間を拡幅する
工事をおこなっている。老朽化により段
差が生じている道路を、順次修繕してい
る。（建設課）
府道大山崎大枝線、西京高槻線において
は、「大山崎町バリアフリー基本構想」
において重点整備地区の生活関連経路と
設定しており、順次、整備が進められて
いる。（企画財政課）

■｢京都府福祉のまちづくり条例｣に基づき、引き続き
関係機関にバリアフリー化の推進を図る内容を周知す
るとともに、積極的な指導・助言を行います。

建設課
福祉課

民家を利用しての障害者グループホーム
については、この条例等の適用をするた
めの改修費を捻出することが課題となっ
ている。

■「大山崎町開発指導要綱」に基づき開発事前協議を
行う際、バリアフリー化を図るよう整備の協力を要請
するとともに、京都府福祉のまちづくり条例の普及啓
発に努めていきます。

関係各課 従前どおり。(建設課）

■公共交通のニーズや地域の状況をふまえ、コミュニ
ティバスの導入を検討します。

企画財政課

住民のニーズや町内を運行する公共交通
機関（バス・タクシー）の置かれている
状況を踏まえ、町に見合った公共交通の
在り方を検討している。

■高齢者の買物・通院等、日常必要となる交通や町の
公共施設への交通などについての高齢者の自動車交通
による移動ニーズをふまえて、移動の支援を図りま
す。

健康課
企画財政課

実施していない。
（企画観光）
移動ニーズは一定把握しているが、地域
公共交通とのすみ分けの課題もあり、検
討にとどまっている。（高齢介護）

■福祉タクシー事業や各種助成など、障がいのある人
の移動支援の充実を図ります。

福祉課
福祉タクシー事業及び地域生活支援事業
における移動支援事業について、継続的
に取り組んでいる。

移動・交通手段
の整備

２．防災・防犯・安全対策の充実

高齢者や障がいのある人、子どもなどを災害や犯罪等から守るため、地域において防災や防犯の取り組みや安全対策を推進すると
ともに、緊急時の対応策の充実を図ります。
また、子どもや高齢者に向けた交通安全指導や運転手の意識向上を図り、交通事故の防止に取り組みます。

１）住みやすい都市基盤・生活環境の整備
２）防災・防犯・安全対策の充実

１．住みやすい都市基盤・生活環境の整備

誰もが安全に安心して生活を送り、社会参加や地域での交流等ができるよう、町内の公共施設や道路等のバリアフリー化やユニ
バーサルデザインを推進します。また、地域の状況やニーズを把握し、移動・交通手段の整備を検討・推進します。

公共施設や道路
環境等の整備

｢京都府福祉のま
ちづくり条例｣や
「大山崎町開発
指導要綱」の普
及・啓発



施策・事業 取組内容 担当課 進捗状況

■町内会・自治会の自主防災計画づくり、自主防災組
織づくり、リーダーの育成、防災訓練等を支援しま
す。
■自主防災組織による避難行動要支援者の防災ネット
ワークづくりを支援します。
　成果指標
　【自主防災組織の結成率】
　●現状値（ 平成30年度令和3年度）：38.837.4％
　●目標値（ 令和2年度令和7年度）：64.154.9％

総務課
福祉課
健康課

自主防災組織の設立を促進中。あわせて
避難行動要支援者名簿を作成した。今後
は名簿を活用し、自主防災組織等による
避難行動要支援者への支援を具体化する
よう個別計画策定の枠組み作りを進め
る。（総務課、福祉課、健康課）

■町内会・自治会での高齢者宅のマップの作成、災害
時の要配慮者のチェックリストの作成などにより、地
域ネットワークづくりを推進します。【再掲】

総務課
健康課
福祉課

各地区の自主防災組織間の連携を行いや
すくするため、令和元年１０月に大山崎
町自主防災組織連絡協議会が設立され
た。
自主防災組織（現在、町内２４団体）の
一部では、高齢者等の要配慮者の名簿作
成に取り組まれている。
町は避難行動要支援者名簿を作成してお
り、今後、民生委員などをコーディネー
ターと位置付け、避難に関する個別計画
の策定の枠組み作りを進め、緊急時に地
域で支え合うネットワークづくりに繋げ
る。（総務課、福祉課、健康課）

■大規模地震等災害発生時の安否確認、避難支援など
を円滑に行うために「避難行動要支援者名簿」を作成
し、同名簿を活用した「個別計画」策定の取り組みを
進めます。【再掲】

総務課
福祉課
健康課

避難行動要支援者名簿を作成し、平常時
から避難支援等関係者への提供を行なう
ための同意確認を実施した。今後は名簿
を活用した個別計画策定の枠組み作りを
進める。（総務課、福祉課、健康課）

■避難に関する個別計画の策定の枠組み作りを進め、
緊急時に地域で支え合うネットワークづくりに繋げま
す。【再掲】
■自主防災組織や自治会・町内会、学校、事業所や防
災関係機関等と協力し、災害時に地域住民と町職員が
適切な行動をとれるよう、また、地域の防災ネット
ワークを充実させるよう、地域特性に応じた訓練の実
施を図ります。
■「自助」「共助」の重要性を地域に広め、地域防災
をリードする人材の養成に努めます。

総務課

自主防災組織の設立を促進中。あわせて
自主防災組織等において避難行動要支援
者を支援するよう啓発を実施していると
ころ。
令和元年度より防災伝道師養成講座を実
施。
 令和２年度より防災伝道師養成講座を修
 了した者を対象にしたフォローアップ研
 修を実施。令和２年度は新型コロナウイ
ルス感染拡大状況により未実施。令和３
年度は実施予定（令和元年度に防災伝道
師養成講座を修了した者を対象にした
フォローアップ研修も合わせて実施予
定）。

■防犯推進協議会を通じて、地域ぐるみの自主防犯体
制づくりを支援します。
■町内会・自治会の自主防犯計画づくり、危険個所
マップづくり、防犯パトロール等自主防犯活動を支援
します。

総務課

防犯推進協議会の構成員らで、地域にお
ける防犯体制の強化に取り組んでいる。
定期的に、青色防犯パトロールを行って
いる。

■街路灯や防犯灯などの整備や町内パトロールを実施
します。
■地域への不審者情報の提供など、地域で情報を共有
することにより、一層の防犯対策の強化を図ります。

総務課
建設課

防犯灯は、町内全域において必要と判断
する箇所は設置済みである。現在、新た
な開発や道路が整備された際に新規で設
置している。また、電灯より照度が高い
ＬＥＤ化を概ね完了している。（建設）
定期的に青色防犯パトロールを行うとと
もに向日町警察署と防災・防犯・交通安
全にかかる包括的な枠組みである安心・
安全まちづくり協定を締結し、連携に努
めている。防犯カメラを町内１０箇所に
設置し、運用している。（総務課）

■子ども安全見守り隊やＰＴＡなどによる登下校時の
安全指導や「子ども110番の家」の設置家庭の拡充など
に努め、地域ぐるみで見守り活動を推進します。
■子ども自身が危険から回避できる能力を高めるた
め、あらゆる機会を通じた学習の充実を図ります。

生涯学習課
学校教育課
総務課

日常的な安全指導、学期末にある地区集
会等で危険から回避できる能力の育成を
図っている。（学校教育）
防犯推進協議会の委員らが中心となっ
て、子どもの見守り活動を行っている。
（総務）
社会教育団体等と連携して取組んでい
る。（生涯学習）

防犯対策の充実

防災対策の充実



■ひとり暮らし高齢者等が、犯罪や地震・火災などの
被害に遭ったとき、その危険を周囲に知らせることが
できるよう緊急通報装置の給付を進めます。

健康課

ひとり暮らし高齢者等に通報装置を貸与
し、病状の急変、家庭内事故等の緊急時
に迅速かつ適切な対応を図るとともに、
定期的な安否確認及び健康相談に対する
助言を行っている。

■町内公共施設や民間施設におけるAEDの設置促進を図
るとともに、救急フェアを通じてAEDを用いた救急蘇生
法の講習会を乙訓２市、乙訓医師会、乙訓保健所と連
携しながら実施していきます。

総務課
健康課

町内公共施設１３箇所にAEDを設置してい
る。（総務）
継続して取り組んでいる。（健康増進）

■急病時等に備えて、あらかじめ医療情報の入った容
器を冷蔵庫に保管し、救急隊員が的確な救命処置に役
立てる「命のカプセル」の普及に努めます。【再掲】

福祉課

新たに配布対象年齢に到達した方に民生
児童委員が中心になり追加配布してい
る。
また、外出時に持ち歩ける「安心カー
ド」を民生児童委員協議会広報誌「そよ
かぜ」と一緒に配布するとともに、町関
係機関に設置している。

■保育所や幼稚園、小中学校等において、交通安全教
育を実施し、子どもが正しい交通ルールを学び、交通
事故の防止につながるよう啓発活動を推進します。
■子どもを交通事故の被害者にさせないため、保護者
の交通安全意識の向上を図ります。

福祉課
健康課
学校教育課

継続して取り組んでいる。

■老人クラブと連携し、交通安全啓発イベントを行う
等、高齢者のための交通安全の啓発や教育を進めま
す。

経済環境課
町老人福祉センターにおいて啓発を行っ
ている。また、シニア向け交通安全啓発
イベントを実施している。

■京都府の実施する年間交通安全府民運動と連携し、
地域における子どもの保護誘導活動を促進するととも
に、運転者には子どもを思いやる運転意識の定着を図
ります。また、子どもの交通安全事故防止推進日に
は、学校や地域と協働し、保護誘導活動や広報活動等
を実施します。

経済環境課 警察と共に取り組みを行っている。

交通安全の推進

緊急時対応の充実


